
公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業補助要綱 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 

７ 生 消 生 第 7 0 3 号 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業補助金（以下「キャッ

シュレス導入補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

 (目的) 

第２ キャッシュレス導入補助金は、都内公衆浴場がキャッシュレス決済を導入する

際に、導入に要する経費の一部を補助することにより、都内公衆浴場の新たな利用

者層の開拓、利用者の利便性向上及び経営の効率化を図ることを目的とする。  

 

（定義） 

第３ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１）  公衆浴場 公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号。以下「法」という。）第

１条第１項に規定する公衆浴場であって、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措

置等の基準に関する条例（昭和３９年東京都条例第１８４号）第２条第１項に規

定する普通公衆浴場又は法第２条第３項の規定に基づき特別区若しくは保健所を

設置する市が定める条例において規定する普通公衆浴場をいう。 

（２）  経営者 公衆浴場を現に経営している者をいう。 

（３）  キャッシュレス決済 クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ＱＲ

コード決済その他の電子的な決済手段であって、購買に繰り返し利用できる決済

サービスをいう。 

 

（補助対象事業） 

第４ 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別紙

１①に掲げるキャッシュレス決済の導入及び運用を行う事業とする。 

２ 補助対象事業は、本補助金の交付決定後遅くとも補助を受けようとする年度の９

月末日までにキャッシュレス決済を導入し、その運用を開始することを条件とす

る。また、キャッシュレス決済を導入した日から補助を受けようとする年度の２月

末日までの期間のうち、少なくとも６か月以上キャッシュレス決済を運用しなけれ

ばならない。ただし、知事が特別な事情があると認める場合は、運用期間を変更す

ることができる。なお、キャッシュレス決済の運用期間に係る計算方法は別紙１②

のとおり。 

 

（補助対象者） 

第５ 補助を受けることができる者は、東京都内に所在する公衆浴場の経営者であっ



 

て次の事項に該当する者とする。 

（１）  補助事業に係る公衆浴場について、補助を受けようとする年度の２月末日まで

営業を継続する意思があること。 

（２）  事業税及び都民税を現に滞納していない者 

（３）  補助を受けようとする年度において、同一の公衆浴場を対象としてこの要綱に

よる補助を受けていない者（知事が特に必要と認めた場合は除く。） 

２ 前の規定にかかわらず、暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都

条例第５４号。以下「暴排条例」という。）第２条第３号に規定する暴力団員及び

同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）及び次に掲げる団体は、

この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。 

（１）  暴力団（暴排条例第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

（２）  法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に

暴力団員等に該当する者があるもの 

 

（補助対象経費） 

第６ 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別紙２に掲げる

とおりとする。 

 

（補助金の額） 

第７ 東京都が補助の対象とする補助金の額は、別紙３により算出して得られた額と

し、１公衆浴場につき１２０，０００円を上限として、予算の範囲内で補助する。 

２ 前項の規定により算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り

捨てた額とする。 

  

（交付申請） 

第８ 補助を受けようとする者は、公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業補助金

交付申請書兼記載情報等の誓約及び同意書（以下「交付申請書兼誓約及び同意書」

という。）（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、補助を受けようとする

年度の７月末日（以下「申請期限」という）までに、知事に提出しなければならな

い。ただし、知事が特別な事情があると認める場合は、申請期限を延長することが

できる。 

（１）  既存の浴場施設の営業許可書の写し 

（２）  法人の登記事項証明書 

（３）  前年度の事業税及び都民税の納税証明書 

（４）  印鑑証明書（ただし電子申請の場合は不要） 

（５）  法人の場合は、法人税申告書（確定申告書別表一）及び決算書（決算報告書に

おける貸借対照表及び損益計算書）の写し（過去１か年の直近の決算期間） 

 個人の場合は、所得税確定申告書（確定申告書第一表）及び決算書（青色申告

の場合は所得税青色申告決算書（１面及び４面）、白色申告の場合は収支内訳書

（１面））の写し（過去１か年の直近の決算期間） 

（６）  別紙４①に掲げる書類等 

（７）  （１）から（６）までに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 



 

 

（交付決定） 

第９ 知事は、第８の規定による交付申請書兼誓約及び同意書を受理したときは、そ

の内容を審査し、適当と認めた場合には交付を決定し、補助金交付決定書（別記第

２号様式）により、また、交付しないことと決定したときは、通知書（別記第３号

様式）により、それぞれ通知する。 

２ 知事は、前項の規定の場合において必要があると認めたときは、補助金の交付申

請に係る事項に修正を加え、又は条件を付して補助金の交付決定をすることができ

る。 

３ 知事が必要と認めた場合には、補助を受けようとする者が、第５ ２に規定する暴力

団員等であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する。 

４ 知事が必要と認めた場合には、補助対象経費について、国、自治体その他機関に対す

る交付申請状況を確認するため、国等の関係機関へ照会する。 

 

（申請の撤回） 

第１０ 交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、交付決定の内容又

は条件に異議のあるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して１４日以内

に、書面により申請の撤回をすることができる。 

 

（変更承認申請） 

第１１ 交付決定者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ変更承認申請書

（別記第４号様式）を知事に提出し、承認を受けなければならない。 

（１）  交付決定に係る事業内容を大幅に変更又は追加しようとするとき。 

（２）  前号に規定するもののほか、第９ ２の規定に基づき、補助金の交付決定をす

る際に知事が特に条件を付した場合において、その条件に反して事業の内容を変

更するとき。 

 

（変更承認） 

第１２ 知事は、第１１の規定による申請書を受理したときは、申請の内容を審査

し、適当と認めたときは変更を承認し、変更承認書（別記第５号様式）により、ま

た、変更を承認しないときは、変更不承認通知書（別記第６号様式）により、それ

ぞれ通知する。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第１３ 交付決定者は、交付決定に係る事業を中止又は廃止しようとするときは、事

業中止（廃止）承認申請書（別記第７号様式）を知事に提出し、承認を受けなけれ

ばならない。 

 

（事業の中止等の承認） 

第１４ 知事は、第１３の規定による申請書を受理したときは、申請の内容を審査

し、適当と認めたときは中止又は廃止を承認し、事業中止（廃止）承認書（別記第

８号様式）により、また、中止又は廃止を承認しないときは、事業中止（廃止）不



 

承認通知書（別記第９号様式）により、それぞれ通知する。 

 

（交付決定の取消し） 

第１５ 知事は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

(１) 知事の承認を受けないで、交付決定に係る事業内容を大幅に変更したとき。  

(２) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。 

(３) 事業税又は都民税を滞納したとき。 

(４) 補助金を他の用途に使用したとき。 

 (５) (１)から(４)までに定めるもののほか、交付決定の内容若しくは条件、法令

又は知事の指示に違反したとき。 

(６) 交付決定者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他

の従業者若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至ったとき。  

(７) 交付決定者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他

の従業者若しくは構成員を含む。）が、公序良俗に反する等知事が補助の対象

として適当でないと認めるとき。 

（８）その他、天災事変等やむを得ず事業を中止又は廃止したとき。 

２ 知事は、１の規定により交付決定を取り消したときは、交付決定取消通知書（別

記第１０号様式）により通知する。 

３ １の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるもの

とする。 

 

（交付決定に関する届出事項） 

第１６ 交付決定者が、補助金の額の確定前に、住所又は氏名（法人の場合は、名称

及び代表者氏名）の変更その他重要な事項に変更を生じたときは、速やかに知事に

届け出なければならない。 

 

（実績報告） 

第１７ 交付決定者は、補助対象事業の完了した日から起算して２０日を経過する日

までに、実績報告書（別記第１１号様式）及び別紙４②に掲げる書類等を知事に提

出し、その確認を受けなければならない。 

 

（補助金の交付手続） 

第１８ 知事は、第１７の規定による実績の報告を受けた場合は、当該報告に係る実

績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る成果が補

助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査し、

適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定書（別記

第１２号様式）により、交付決定者に通知する。 

２ １の規定による通知を受けたものは、知事が指定する期日までに、請求書（別記

第１３号様式）を提出しなければならない。 

３ 知事は、２の請求書を受理したときは、その内容を精査し、補助金の支払を適当

と認めたときは、これを支払うものする。 



 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）  

第１９ 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金

に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、消費税額確定報

告書（別記第１４号様式）により速やかに知事に報告しなければならない。ただ

し、補助対象経費に消費税額を含めないで交付申請を行った場合には、この限りで

ない。 

 ２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額の全部または一部を返還させることがある。 

 

（補助金の返還） 

第２０ 知事は、第１５の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定め

てその全部または一部の補助金額の返還を命ずるものとする。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第２１ 知事が第１５の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した

場合において補助金の返還を命じたときは、補助事業者は、当該命令に係る補助金

の受領日から納付日までの日数に応じ、当該補助金の額につき、年１０．９５パー

セントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなけ

ればならない。 

２ 知事が補助事業者に対し補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれ

を納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は納期日の翌日から納付日まで

の日数に応じ、その未納額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金

（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

３ １及び２の規定に定める年当たりの割合は、閏年を含む期間についても３６５日

当たりの割合とする。 

 

（補助事業者の届出事項） 

第２２ 補助事業者が、次のいずれかに該当するときは、速やかに知事に届け出なけ

ればならない。 

（１）第１５ １（３）に該当したとき。 

（２）住所又は氏名（法人の場合は、名称又は代表者氏名）の変更その他重要な変更

を生じたとき。 

（３）補助事業に係る公衆浴場の営業を廃止しようとするとき（別記第１５号様式に

よる届出）。 

（４）補助事業に係る公衆浴場の営業を休業しようとするとき（別記第１６号様式に

よる届出）。 

 

（帳簿及び関係書類の整理保管） 

第２３ 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類

を当該事業の属する会計年度終了後５年間整理保管しなければならない。 



 

 

（財産処分の制限等） 

第２４ 補助事業者は、この補助事業により取得し又は効用を増加した財産（一個又

は一組の取得価格又は効用の増加額が５０万円以上の工作物、機械及び器具とす

る。）を、知事の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）により定められている年数を経過し

た財産及び知事が特別の理由があると認めた財産処分の場合は、この限りでない。  

２ 知事は、補助事業者が、知事の承認を受けて、この補助事業により取得した財産

を譲渡し、交換し又は貸し付けた場合において収入があったときは、知事の指定す

る額を東京都に納付させることができる。 

 

（その他） 

第２５ この補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、東京都補助金

等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号）の定めるところによる。 

 

   附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  



別紙１  
 
①要綱第４ １ 補助対象事業 
 
【補助対象事業】 
東京都内に所在する公衆浴場において、新たにキャッシュレス決済端末を準備し、
キャッシュレス決済の運用を行う事業で、下記条件のいずれも満たすもの。 
 
（条件） 
・２つ以上のキャッシュレス決済手段に対応すること。 
・クレジットカード払いに対応すること。 
 
 
②要綱第４ ２ キャッシュレス決済の運用期間に係る計算方法 
 
 （１）運用開始月等について 

月の途中からキャッシュレス決済の運用を開始する場合、１か月未満の部 
分を１か月と計上する。月の途中で運用を終了する場合も、１か月未満の部
分を１か月と計上する。 

 
（２）１か月未満の運用休止について 

   休業などにより一時的にキャッシュレス決済の運用を休止する場合、１か
月未満の休業については休止月数に含まない。 



 

別紙２ 
 
要綱第６ 補助対象経費 
 

 
 
 
 
※国、自治体その他機関の補助を受ける経費は補助対象外 

経費区分 備考 

Ａ 
 

キャッシュレス決済機器の
購入に係る経費 

 
・キャッシュレス決済端末本体 
・その他付属機器等 
 
※リース及びレンタル料に係る経費、割賦支払いによ
る経費、その他キャッシュレス決済導入に必要と判断
できないものは含まない。 
 

Ｂ 
キャッシュレス決済の運用
に必要な通信環境の整備に
係る経費 

 
【新規にインターネット回線の開設が必要な場合】 

キャッシュレス決済端末の設置に併せて新規にイン
ターネット回線を開設・接続するための工事費及び通
信機器（Wi-FiルータやLANケーブル等）の購入費用等 
 
【既設のインターネット回線を活用する場合】 
・キャッシュレス決済端末と既設のインターネット回
線を接続するための工事費（回線延長工事等）及び通
信機器（Wi-FiルータやLANケーブル等）の購入費用等 
 
※導入するキャッシュレス決済の運用に必要と判断で
きない工事及び機器購入等は含まない。 
 

Ｃ その他運用経費 

 
 
その他キャッシュレス決済の運用のための経費等 
 
※キャッシュレス決済を導入した月から連続する６か
月分を上限とする。 
 



 

別紙３ 
 
補助金額算出方法 
 
 
Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ  ＝ Ｄ（補助金交付申請額、上限額１２０，０００円、                

千円未満切捨て） 
 
 
Ａ：キャッシュレス決済機器の購入に係る経費 
 
Ｂ：キャッシュレス決済の運用に必要な通信環境の整備に係る経費  
 
Ｃ：その他運用経費 

※キャッシュレス決済を導入した月から連続する６か月分を上限とする。 



 

別紙４ 
 

①要綱第８ １（６）の添付書類 
 

 
 
②要綱第１７の添付書類 
（１）キャッシュレス決済の運用開始時期が確認できる書類 
   キャッシュレス決済（代行）サービスの利用申請書の写し等  
               
（２）キャッシュレス決済の運用を証する書類 

補助対象期間中のキャッシュレス決済（代行）サービスの利用に係る領収書の写し 
又は利用明細書の写し等 

 
（３）補助対象経費の区分に応じ必要な書類 

 

経費区分 必要書類 備考 

Ａ 
 

キャッシュレス決済機器の
購入に係る経費 

 
・機器の仕様等がわかる書類 
（カタログ等） 
 

 

Ｂ 
キャッシュレス決済の運用
に必要な通信環境の整備に
係る経費 

【インター ネット 回 線 の接続
（延長）工事】 
・工事の概要がわかる書類 
 （工事計画書等） 
 
【機器の購入】 
・機器の仕様等がわかる書類 
（カタログ等） 

工事内容及び工事予
定時期等が記載され
たもの 

Ｃ その他運用経費 

 
 
・経費の概要がわかる書類 

 

経費区分 必要書類 備考 

Ａ 
 

キャッシュレス決済機器の
購入に係る経費 

・請求書（写） 
・決済端末の設置状況の写真 

・請求書だけでは経
費の内訳がわからな
い場合は、別途内訳
がわかる書類を添付
すること 
 
・請求書がない場合
は、補助対象経費の
金額が確認できる書
類 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 
キャッシュレス決済の運用
に必要な通信環境の整備に
係る経費 

【インター ネット 回 線の接続
（延長）工事】 
・請求書（写） 
・施工後の写真 
 
【機器の購入】 
・請求書（写） 
 
 
 

Ｃ その他運用経費 

  
・請求書（写） 



別記 

第１号様式              

 

年  月  日 
 

 

 

公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業補助金交付申請書  

兼 記載情報等の誓約及び同意書 

 

 
 

 東 京 都 知 事  殿 

 
 
 上記事業補助金の交付を受けたいので、公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業補助要綱

第８の規定に基づき、下記１から５までのとおり交付申請します。 

また、この交付申請に当たり、下記６の事項について誓約及び同意いたします。 
 
 

記 

１ 申請者氏名等 

申請者氏名 
〔法人の場合は名称

及び代表者氏名〕 

 

 

 

申請者 

住 所 
 

浴  場  名  
浴 場 

所在地 
 

法人番号 
〔法人の場合のみ〕 

 

電 話 番 号 自宅・店舗   （   ）    携帯    （    ） 

 
２ 補助対象事業の内容 

導入予定の決済手段 

 

□クレジットカード □デビットカード □電子マネー  

 

□ＱＲコード決済  □その他（          ）  
 

※クレジットカードを含む２つ以上の決済手段に対応すること 

 

事業実施期間（予定） 

 

 

令和   年   月   ～   令和   年   月       

  

補助対象経費（予定） 
交付申請額 

（千円未満は切捨て） 

 

        円 

 

 

円 

※注 交付申請上限額：120,000円                                

実印 

（印鑑証明書又は印鑑登録証明書に記載の氏名） （印鑑証明書又は印鑑登録証明書に記載の住所） 

（営業許可証の名称） 
（営業許可証の住所） 

※補助を受けようとする年度の 9 月末日以前の日付を記入 

※注 

１／３ 

（キャッシュレス決済の導入予定時期） （事業終了予定時期） 



３ 補助対象事業の資金計画 

キャッシュレス決済

導入促進事業補助金 
円 

国・自治体・ 

その他機関等補助金 
円 

自 己 資 金 円 
そ  の  他 

（        ） 
円 

  
合   計 円 

 

４ 「補助対象経費内訳表」  

 

５ 消費税の適用に関する事項 
 
（１） □ ア 消費税を補助対象経費に含めないで交付申請額を算定 

    □ イ 消費税を補助対象経費に含めて交付申請額を算定 

（２） （１）でイを選択した理由 
 

□ ア 免税事業者である 

□ イ 簡易課税事業者である 

 
□ ウ 消費税別表第３に掲げる法人である 

□ エ ア～ウ以外のものであって、消費税仕入

控除税額の報告及び返還を選択する 

  

Ａ．キャッシュレス決済 

機器の購入に係る経費 

 

             円 

 

（内訳） 

・キャッシュレス決済端末本体 

                        円 

 

・その他附属機器等 

                        円 

 

Ｂ．キャッシュレス決済の

運用に必要な通信環境

の整備に係る経費 

 

             円 

 

（内訳） 

・インターネット回線工事費 

                        円 

 

・通信機器等 

                        円 

 

Ｃ．その他運用経費 

  

                 に係る経費 

 

  ①     月           円 

  ②     月           円 

  ③     月           円 

  ④     月           円 

  ⑤     月           円 

  ⑥     月           円 

 

        合計額（①～⑥）         円  

 

２／３ 



６ 誓約及び同意事項 

次の（１）から（３）までの事項に違反又は相違があり、要綱第１５の規定によりキャッ

シュレス導入補助金の交付決定の取消しを受けた場合において、要綱第２０の規定に基づき

補助金の返還を命じられたときは、これに異議なく応じることを誓約いたします（内容をご

確認の上、□に✔を入れてください。）。 
  

☐（１）記載した情報等について 

ア 申請者は、１から４までの記載情報が事実と相違がないことを誓約します。 

イ 知事が必要と認めた場合には、国、自治体その他機関等の補助金について、記載

された金額が事実であるか否かの確認（正確な額の把握を含む。）のため、国等の関

係機関へ照会がなされることに同意いたします。 

ウ 国等の関係機関からの求めがあった場合には、次の書類を当該関係機関へ提供す

ることに同意いたします。 

（ア）要綱第９ １の規定に基づく補助金交付決定書（別記第２号様式）又は通知書

（別記第３号様式）の写し 

（イ）要綱第１５ ２の規定に基づく交付決定取消通知書（別記第１０号様式）の写し 

（ウ）要綱第１８の規定に基づく補助金額確定書（別記第１２号様式）の写し 

 

☐（２）キャッシュレス決済の運用期間（要綱第４）について 

ア 申請者は、補助を受けようとする年度の９月末日までに補助対象浴場においてキ

ャッシュレス決済を導入し、その運用を開始することを誓約します。 

イ 申請者は、キャッシュレス決済を導入した日から補助を受けようとする年度の２

月末日までの期間のうち、６か月以上キャッシュレス決済を運用することを誓約し

ます。 

ウ 申請者は、やむを得ず交付決定に係る補助事業を中止又は廃止しようとするとき

は、速やかに要綱第１３の規定に戻づく事業中止（廃止）承認申請書（別記第７号

様式）を東京都へ提出することを誓約します。 

 

☐（３）暴力団員等（要綱第５ ２）への非該当について 

ア 申請者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員

若しくは構成員を含む。）が、要綱第５ ２に該当せず、かつ、将来にわたっても

該当しないことを誓約します。 

イ 知事が必要と認めた場合には、暴力団員等であるか否かの確認のため、警視庁へ

照会がなされることに同意いたします。 
※「暴力団員等」とは、以下の者をいう。 
・暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者 
・暴力団員を雇用している者 
・暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者 
・暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者 
・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

  
添付書類について、最後に必ずご確認ください。 

 
  

☐既存の浴場施設の営業許可書の写し（現在の営業者名となっている。） 

☐法人の登記事項証明書（法人の場合のみご提出ください。） 

☐前年度の事業税及び都民税の納税証明書（納税が完了している前年度のものとなっている。） 

☐印鑑証明書（申請書等に押印した印影と一致している。） 

☐【法人の場合】法人税申告書（確定申告書別表一）及び決算書（決算報告書における貸借対照 

表及び損益計算書）の写し（過去１か年の直近の決算期間）         

【個人の場合】所得税確定申告書（確定申告書第一表）及び決算書（青色申告の場合は所得税 

青色申告決算書（１面及び４面）、白色申告の場合は収支内訳書（１面））の写し 

（過去１か年の直近の決算期間） 

☐別紙４①（要綱第８）に掲げる書類等（キャッシュレス決済機器の仕様等がわかる書類など） 
  ※消費税を補助対象経費に含めて交付申請額を算定している場合（免税事業者を除く） 
☐消費税確定申告書の写し（付表含む 過去１か年の直近の決算期間） 

３／３ 



 
第２号様式 

 

 第     号 

 

 

 

住所  

 

氏名又は法人名                  

 

 

 

補 助 金 交 付 決 定 書 

 

 

     年  月  日付けで交付申請のあった公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業

補助金について、下記のとおり交付します。 

 

 

      年  月  日 

 

東京都知事           

 

記 

 

１ 補助金交付額  

 

 金           円（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）※上限額１２０，０００円 

  

   

 

２ 公衆浴場名 

 

 

３ 交付条件 

公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業補助要綱第１１から第２５までをもってこの決

定の条件とします。 

 

４ 申請の撤回 

  申請者は、この交付決定の内容又はこれに付された条件に異議がある場合は、この交付決定

書を受領した日の翌日から起算して１４日以内に、申請の撤回をすることができます。



第３号様式 

      第   号 

    年  月  日 

 

 

            様 

 

 

 

 

東京都知事            

 

 

 

 

通 知 書 

 

 

     年  月  日付けで交付申請のあった公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業

補助については、下記の理由により補助しないこととしたので通知します。 

 

 

記 

 

 

 

  



第４号様式 

    年  月  日 

 

 

 

 東 京 都 知 事  殿 

 

 

住所  

 

氏名                 印 

 

（法人にあっては、名称及び代表者氏名) 

 

 

変 更 承 認 申 請 書 

 

 

     年  月  日付      第   号で交付決定のあった 

公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業補助の内容について、下記のとおり変更の承認を申

請します。 

 

 

記 

 

 

１ 変更内容 

 

  （変更前） 

 

 

 

  （変更後） 

 

 

 

２ 変更理由 

 

 

 

３ 変更年月日 

 

 

 



第５号様式 

      第   号 

    年  月  日 

 

 

 

            様 

 

 

 

 

東京都知事           

 

 

 

 

変 更 承 認 書 

 

 

      年  月  日付けで申請のあった 公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業補

助の内容の変更について、これを承認し、   年  月  日付    第   号による

交付決定の一部を下記のとおり変更します。 

 

 

 

記 

 

 

 



第６号様式 

      第   号 

    年  月  日 

 

 

 

            様 

 

 

 

 

東京都知事           

 

 

 

 

変 更 不 承 認 通 知 書 

 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業補助

の事業内容の変更について、下記の理由により承認しないこととしたので通知します。 

 

 

記 

 

 

 



第７号様式 

    年  月  日 

 

 

 

 東 京 都 知 事  殿 

 

 

住所  

 

氏名                 印 

 

（法人にあっては、名称及び代表者氏名) 

 

 

事業中止（廃止）承認申請書 

 

 

     年  月  日付    第   号で交付決定した 

公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業補助に係る事業について、下記のとおり中止（廃止）

の承認を申請します。 

記 

 

 

 

１ 浴場名及び所在地 

 

 

２ 中止（廃止）の理由 



第８号様式 

      第   号 

    年  月  日 

 

 

 

            様 

 

 

 

 

東京都知事           

 

 

 

 

事業中止（廃止）承認書 

 

 

      年  月  日付けで申請のあった公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業補

助の事業中止（廃止）承認申請について、これを承認することを決定したので通知します。 



第９号様式 

      第   号 

    年  月  日 

 

 

 

            様 

 

 

 

 

東京都知事           

 

 

 

 

事業中止（廃止）不承認通知書 

 

 

      年  月  日付けで申請のあった公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業補

助の事業中止（廃止）承認申請について、下記の理由により承認しないこととしたので通知し

ます。 

 

 

記 



第１０号様式 

      第   号 

    年  月  日 

 

 

 

                様 

 

 

 

 

東京都知事           

 

 

 

交 付 決 定 取 消 通 知 書 

 

 

     年  月  日付    第   号で交付決定した 

公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業補助について、下記の理由により取り消したので通

知します。 

 

 

記 

 

 

 



第１１号様式 

    年  月  日 

 

 東 京 都 知 事  殿 

 

住所  

 

氏名                 印 

 

（法人にあっては、名称及び代表者氏名) 

 

 

実 績 報 告 書 

 

     年  月  日付      第   号で交付決定のあった 

公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業補助に係る事業を下記のとおり完了したので届け出

ます。 

 

記 

 

１ 浴場名及び所在地  

 

２ 事業の内容及び経費について 

キャッシュレス決済の 

導入実績 

 

□クレジットカード  □デビットカード  □電子マネー 

 

□ＱＲコード決済    □その他（          ） 

 

運用期間  令和  年   月 ～ 令和  年   月 

 

 

補助金交付額 

 

  円 
補助対象経費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
      円 

 

補助対象期間 

 

 令和  年   月  ～  令和  年   月 

Ａ．キャッシュレス決済 

機器の購入に係る経費 

 

           円 

 

（内訳） 

・キャッシュレス決済端末本体  

                     円 

 

・その他附属機器等 

                     円  

 

１／２ 



Ｂ．キャッシュレス決済の 

運用に必要な通信環境の 

整備に係る経費 

 

            円 

  

（内訳） 

・インターネット回線工事費 

                     円 

 

・通信機器等 

                     円 

 

Ｃ．その他運用経費 

 

               に係る経費 

 

 ①令和   年   月        円 

 ②令和   年   月        円 

 ③令和   年   月        円 

 ④令和   年   月        円 

 ⑤令和   年   月        円 

 ⑥令和   年   月        円 

 

       合計額（①～⑥）         円 

 

 

 

 

 
  

添付書類について、最後に必ずご確認ください。 
 

  
 

  
☐別紙４②（要綱第１７）に掲げる書類等（請求書の写し、決済端末の設置状況の写真など） 

 

２／２ 



第１２号様式 

      第   号 

 

 

 

住所  

 

氏名又は法人名                 

 

 

 

 

補 助 金 額 確 定 書 

 

 

     年  月  日付      第   号で交付の決定をした 

公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業補助金について、    年  月  日付けをも

って提出された実績報告書を審査した結果、適当と認められるので、補助金額を下記のとおり

確定します。 

なお、これに基づく請求書を    年  月  日までに提出してください。 

 

 

      年  月  日 

 

 

 

東京都知事          

 

 

記 

 

 

金             円 

 

           

 



第１３号様式 

 

 

 

請 求 書 

 

 

 

 

金             円 

 

 

 

 ただし、    年  月  日付      第   号で額の確定を受けた 

公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業補助金 

 

 

 

 

      年  月  日 

 

 

 

 

住所  

 

氏名                 印 

 

（法人にあっては、名称及び代表者氏名) 

 

 

 

   東 京 都 知 事  殿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１４号様式 

                                   年  月  日 

 

東 京 都 知 事  殿 

 

住所  

 

氏名                 印 

 

（法人にあっては、名称及び代表者氏名) 

 

 

消費税額報告書 

（消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告） 

 

 

    年  月  日付      第   号で額の確定を受けた公衆浴場キャッシュレ

ス決済導入促進事業補助金に係る消費税及び地方消費税額について、下記のとおり報告します。 

 

 

１ 補助金額（知事が補助金額確定書により通知した額）   金           円 

 

２ 補助金の確定時における消費税及び地方消費税に 

係る仕入控除税額                   金           円 

 

３ 消費税及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び 

地方消費税に係る仕入控除税額             金           円 

 

４ 補助金返還相当額（上記３－上記２）          金           円 

 

 
 

添付書類について、最後に必ずご確認ください。 
 

  
 
☐簡易課税事業者 
 消費税確定申告書の写し（付表含む 補助対象経費の支払日が含まれる期間のもの） 
 
☐本則課税事業者の方 
 消費税確定申告書の写し（付表含む 補助対象経費の支払日が含まれる期間のもの） 

 
 



第１５号様式 

    年  月  日 

 

 東 京 都 知 事  殿 

 

 

 

住所  

 

氏名                 印 

 

（法人にあっては、名称及び代表者氏名) 

 

 

 

 

廃  業  届 

 

   年  月  日付  第  号により公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業  

 

補助金の交付を受けた公衆浴場の営業を廃止しますので、下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１ 廃業年月日         年    月    日 

 

 

 

２ 廃 業 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

３ 補助金交付を受けて取得した財産等の処分方法 

  



第１６号様式 

    年  月  日 

 

 東 京 都 知 事  殿 

 

 

 

住所  

 

氏名                 印 

 

（法人にあっては、名称及び代表者氏名) 

 

 

 

 

休  業  届 

 

   年  月  日付  第  号により 公衆浴場キャッシュレス決済導入促進事業 

 

補助金の交付を受けた公衆浴場の営業を休止しますので、下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１ 休業期間         年    月    日から 

 

         年    月    日まで 

 

 

 

２ 休業理由 

 

 

 

 

 

 

 

３ 営業再開の予定（該当するものに〇） 

・営業を再開する予定（    年   月頃） 

・再開の見込みなし 

・不明 

 

 

 

 


